
該　当　地　区 該　当　地　区

午前９時 ～ 午前11時 坂下・渋坂 午前９時 ～ 午前11時 豊町

午後１時 ～ 午後3時 新屋敷・中木戸 午後１時 ～ 午後3時 一丁目

午前９時 ～ 午前11時 渋原 午前９時 ～ 午前11時 全地区

午後１時 ～ 午後3時 渋南・渋西

午前９時 ～ 午前11時 午前９時 ～ 午前11時 吾妻町

午後１時 ～ 午後3時 午後１時 ～ 午後3時 吾妻町・東町

午前９時 ～ 午前11時 午前９時 ～ 午前11時 二丁目

午後１時 ～ 午後3時 午後１時 ～ 午後3時 三丁目

午前９時 ～ 午前11時 内鎌　第１～３ 午前９時 ～ 午前11時 五丁目

午後１時 ～ 午後3時 内鎌　第４～１０ 午後１時 ～ 午後3時 四丁目

午前９時 ～ 午前11時 中島・正科 午前９時 ～ 午前11時 七五三掛・竹原・陸郷

午後１時 ～ 午後3時 堀の内・正科 午後１時 ～ 午後3時 滝中・滝南・滝の台・陸郷

午前９時 ～ 午前11時 林中　第１～３ 午前９時 ～ 午前11時

午後１時 ～ 午後3時 林中　第４～７ 午後１時 ～ 午後3時

午前９時 ～ 午前11時 相道寺・半在家・法道 午前９時 ～ 午前11時

午後１時 ～ 午後3時 花見・千本木台 午後１時 ～ 午後3時

午前９時 ～ 午前11時 和合・広津 午前９時 ～ 午前11時

午後１時 ～ 午後3時

午前９時 ～ 午前11時

午後１時 ～ 午後3時

午前９時 ～ 午前11時

午後１時 ～ 午後3時

午前９時 ～ 午前11時

午後１時 ～ 午後3時

【注意事項とお願い】
・2/29（木）、3/3（日）は、午前中に限り申告受付を行います。
・所得税の還付申告については、上記の期間前から税務署で申告できます。
・医療費控除の明細書、農業や不動産の収支内訳書はあらかじめ、ご自身で作成してください。作成されていない場合、作成の上、別日
に再度お越しいただくことになりますので、ご承知おきください。
・申告受付期間中は、住民課　課税係窓口での申告は受け付けていません。また、申告受付期間中は、窓口対応の職員が少なくなり、お
待ちいただく場合があります。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。
・町県民税の申告について、郵送でも受け付けています。詳しくは、町ホームページをご覧いただくか、住民課　課税係までお問い合わ
せください。
・申告内容によっては、相談の順番が受付順より前後する場合があります。
・新型コロナウィルス感染拡大防止のため、入場制限や受付時間が変更となる場合があります。
・来場時はマスクの着用および手指消毒をお願いします。

3月13日（水） 全地区

3月14日（木） 全地区

3月15日（金） 全地区

2月29日（木） 3月12日（火） 全地区
（午前中のみ）

全地区

2月28日（水） 3月11日（月） 全地区

2月26日（月） 3月7日（木）

2月27日（火） 3月8日（金）

2月21日（水） 十日市場・高瀬橋南 3月5日（火）

2月22日（木） 3月6日（水）

（午前中のみ）

2月20日（火） 鵜山・中之郷・南台 3月4日（月）

2月16日（金） 3月1日（金）

2月19日（月） 3月3日（日）

令和６年度　町県民税申告受付日程
【申告相談会場】池田町役場　2階　大会議室

【受付時間】午前９時から午後３時まで　※午前１１時から午後１時までは受付できません。

受付日 申告相談時間 受付日 申告相談時間


